
 

 

６月は「心のきずなを深める月間」  
６月になり、そろそろ梅雨入りのようです。子どもたちも学校生活に慣れてきた様子が見られ

ます。今月は熊本県全体で「心のきずなを深める月間」として取り組みます。熊本市では「いじ

めをゆるさない！みんなでいじめをなくしていこう～一人ひとりがいじめについて考えよう～」の

テーマのもと、いじめを無くしていくために、また子ども一人ひとりが安心して生活できるように、

特に今月は力を入れて取り組んでいきます。 

また、今年度、小島小学校は、「人権の花運動実施校」に指定されていて、6/2（火）には花の

種の伝達式が行われました。「すべての人がもっている、大切にされる権利」である人権について

考えていく機会にしていきます。「人権

を大切にする」行動ができると、みん

なが安心できる学校となります。各学

級で身近な友だち関係から取り組ん

でいきますが、子どもたちは多感な時

期でもあり、ご家庭で「いつもと違うな」     

ラブミンと人権まもるくんと集合写真   と感じられた時には学校へご連絡ください。 
 

心肺蘇生法を確認しました ～ 水泳授業を前に ～ 

来週から水泳の授業が始まります。楽しみにしている子も多いと思いますが、安全に授業が行

われるように学校の教職員は緊張感もあります。以前、熊本市の学校で水泳の授業中に事故が

起こってしまったことから、毎年、熊本市立の学校ではこの時期に教職員は心肺蘇生法の研修を

必ず受けています。本校でも熊本市消防局小島出張所から来ていただき、心臓マッサージの方

法や AEDの使い方の確認を行いました。事故が起こらないことが一番

ですが、起こった時を想定しての研修でした。水泳の授業時には、ご家

庭から朝の体温を測り、すぐーるの健康観察帳から水泳授業に参加す

るかどうかを送信していただきます。ご家庭でも子どもたちの安全確保

のためによろしくお願いします。 
 

不審者対応訓練  ～ 子どもたちとともに訓練しました ～ 

近頃、車の逆走や不審者に関するニュースが多いように感じます。実際に小島小校区でも交

通事故や不審者情報があっています。学校ではこれまでも安全教育や避難訓練等を実施してい

ましたが、今回は熊本南警察署から来ていただき、校舎内へ不審者が入った想定で訓練を行い

ました。警察の方に訓練の様子を見てから子どもたちへ話をしていただきました。下校後や休日

などに、子どもだけの時に不審者に遭遇したらどう行動するか、ご家庭でも話題にされてください。 

学校外で不審者に遭遇した時 → すぐに警察へ電話（学校よりも先に）

※巡回中のパトカーが急行し、二次被害を防ぐことにつながります。 南署 ３２６－０１１０  
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